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○
信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）

改

正

案

現

行

（
事
業
報
告
書
の
作
成
等
）

（
事
業
報
告
書
の
作
成
等
）

第
四
十
二
条

法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
号

第
四
十
二
条

法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
号

（
外
国
信
託
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
、
法
第
五
十
条
の
二
第

（
外
国
信
託
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
、
法
第
五
十
二
条
第
一

一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
三
、
法
第
五
十
二

項
の
登
録
を
受
け
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
該
当
す
る

条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
該

信
託
の
引
受
け
を
行
う
同
項
に
規
定
す
る
承
認
事
業
者
（
以
下
「
承
認
事
業
者

当
す
る
信
託
の
引
受
け
を
行
う
同
項
に
規
定
す
る
承
認
事
業
者
（
以
下
「
承
認

」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
三
）
に
よ
り
、
作
成
し
な
け

事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
十
号
の
四
）
に
よ
り
、
作
成

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
四
十
八
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
十
八
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
同
条
第
二
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
縦
覧
を
開

始
し
た
場
合

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）
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（
登
録
等
の
申
請
）

（
登
録
等
の
申
請
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
五
十
一
条
の
二

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書

、
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
添
付

及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の

書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
者
の
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る

者
の
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
事
務

方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
事
務
を
行
う
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管

を
行
う
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
読
替
規
定
）

（
読
替
規
定
）

第
五
十
一
条
の
九

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項

の
登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て

第
五
十
一
条
の
九

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項

の
登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て

は
信
託
会
社
（
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
に
あ
っ

は
信
託
会
社
（
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
に
あ
っ

て
は
、
管
理
型
信
託
会
社
）
と
み
な
し
て
、
第
八
条
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十

て
は
、
管
理
型
信
託
会
社
）
と
み
な
し
て
、
第
八
条
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十

三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

八
ま
で
、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二

八
ま
で
、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
並
び
に
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び

号
ま
で
並
び
に
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び

第
五
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

第
五
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
信
託
業
務
」
と
あ
り
、
及
び
「
信
託
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
信
託
法
第
三
条

「
信
託
業
務
」
と
あ
り
、
及
び
「
信
託
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
信
託
法
第
三
条

第
三
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
事
務
」
と
す
る
ほ
か
、

第
三
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
事
務
」
と
す
る
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
下
欄
に

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第

（
略
）

（
略
）

九
号

九
号

第
四
十
八
条
第
一
項
第

法
第
三
十
四
条
第
一
項

法
第
五
十
条
の
二
第
十
二
項

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

十
三
号

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
係
る
信
託
に
つ
い
て
の
特
例
）

（
特
定
大
学
技
術
移
転
事
業
に
係
る
信
託
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
五
十
三
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

第
五
十
三
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
一
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
一
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
者
の
主
た

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
そ
の
者
の
主
た

る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け

る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

承
認
事
業
者
に
つ
い
て
は
信
託
会
社
（
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並

４

承
認
事
業
者
に
つ
い
て
は
信
託
会
社
（
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
二
十
五
条
に
あ
っ
て
は
、
管
理
型
信
託
会
社
）
と
み
な
し
て
、
第
八
条

び
に
第
二
十
五
条
に
あ
っ
て
は
、
管
理
型
信
託
会
社
）
と
み
な
し
て
、
第
八
条

、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三

、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三

十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
四
十
一
条
の
八
ま
で
、
第
四
十
八
条
（
第
一

十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
四
十
一
条
の
八
ま
で
、
第
四
十
八
条
（
第
一

項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
並
び
に
第
二

項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
並
び
に
第
二

項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定

項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第

（
略
）

（
略
）

六
号

六
号

第
四
十
八
条
第
一
項
第

法
第
三
十
四
条
第
一
項

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
お

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

十
三
号

い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
三
十
四
条
第
一
項
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

５
～
６

（
略
）

５
～
６

（
略
）

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
五
十
四
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

第
五
十
四
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

様
式
第
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
申
請
書
及
び
同
条

様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
申
請
書
及
び
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
金
融
庁
長
官
を

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
、
金
融
庁
長
官
を

経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
五
十
七
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

第
五
十
七
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
三
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
四
項
の

様
式
第
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
三
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
そ
の
者
の
主
た
る
支
店
の
所

規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
そ
の
者
の
主
た
る
支
店
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
六
十
三
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
六
十
三
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）
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十

法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
四
条

（
新
設
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
信
託
契
約
代
理
店
の
登
録
の
申
請
）

（
信
託
契
約
代
理
店
の
登
録
の
申
請
）

第
六
十
九
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

第
六
十
九
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙

様
式
第
十
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条

様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
付
し
て
、
そ
の

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
並
び
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
付
し
て
、
そ
の

者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し

者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
）

（
標
識
の
様
式
）

第
七
十
五
条

法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は

第
七
十
五
条

法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は

、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

、
別
紙
様
式
第
十
九
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
契
約
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
）

（
信
託
契
約
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
）

第
七
十
九
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
契
約
代
理
店
が
提
出

第
七
十
九
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
契
約
代
理
店
が
提
出

す
る
報
告
書
は
、
当
該
信
託
契
約
代
理
店
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別

す
る
報
告
書
は
、
当
該
信
託
契
約
代
理
店
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別

紙
様
式
第
二
十
一
号
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
十
二
号

紙
様
式
第
二
十
号
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
に

に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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別
表
第
三
（
第
四
十
八
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
十
八
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

自
己
を
所
属
信
託
会
社

（
略
）

自
己
を
所
属
信
託
会
社

（
略
）

と
す
る
信
託
契
約
代
理

と
す
る
信
託
契
約
代
理

店
が
当
事
者
と
な
る
訴

店
が
当
事
者
と
な
る
訴

訟
又
は
調
停
が
終
結
し

訟
又
は
調
停
が
終
結
し

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

法
第
三
十
四
条
第
一
項

縦
覧
開
始
年
月
日

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
り
作
成
し

定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

た
書
類
の
縦
覧
を
開
始

し
た
場
合

別
表
第
四
の
二
（
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
関
係
）

別
表
第
四
の
二
（
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

信
託
法
第
三
条
第
三
号

（
略
）

信
託
法
第
三
条
第
三
号

（
略
）

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ

て
す
る
信
託
に
係
る
事

て
す
る
信
託
に
係
る
事

務
に
関
す
る
訴
訟
又
は

務
に
関
す
る
訴
訟
又
は

調
停
が
終
結
し
た
場
合

調
停
が
終
結
し
た
場
合

法
第
五
十
条
の
二
第
十

縦
覧
開
始
年
月
日

法
第
五
十
条
の
二
第
十
二
項

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項
に
お
い
て
読
み
替

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

え
て
適
用
す
る
法
第
三

す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項

十
四
条
第
一
項
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書

に
よ
り
作
成
し
た
書
類

類

の
縦
覧
を
開
始
し
た
場

合別
表
第
五
（
第
五
十
三
条
第
五
項
関
係
）

別
表
第
五
（
第
五
十
三
条
第
五
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

訴
訟
又
は
調
停
が
終
結

（
略
）

訴
訟
又
は
調
停
が
終
結

（
略
）

し
た
場
合

し
た
場
合

法
第
五
十
二
条
第
三
項

縦
覧
開
始
年
月
日

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
お

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

に
お
い
て
読
み
替
え
て

い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

適
用
す
る
法
第
三
十
四

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

り
作
成
し
た
書
類
の
縦

覧
を
開
始
し
た
場
合

別
表
第
八
（
第
六
十
三
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
八
（
第
六
十
三
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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自
己
を
所
属
信
託
会
社

（
略
）

自
己
を
所
属
信
託
会
社

（
略
）

と
す
る
信
託
契
約
代
理

と
す
る
信
託
契
約
代
理

店
が
当
事
者
と
な
る
訴

店
が
当
事
者
と
な
る
訴

訟
又
は
調
停
が
終
結
し

訟
又
は
調
停
が
終
結
し

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

法
第
六
十
三
条
第
一
項

縦
覧
開
始
年
月
日

法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
お

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

に
お
い
て
読
み
替
え
て

い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

適
用
す
る
法
第
三
十
四

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

り
作
成
し
た
書
類
の
縦

覧
を
開
始
し
た
場
合



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第１号（第５条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 の 額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及

び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める

日本標準産業分類表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第 21 条第１項に規定する信託契約代

理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、そ

の細分も含む。）も記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

（以下略） 

別紙様式第１号（第５条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                 （第３面） 

商号                                         

資 本 金 額      年  月  日 

千円

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

   商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を日本標準産業分類に掲げる細分類により記載す

ること。ただし、法第 21 条第１項に規定する信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業

務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も含む。）も記載すること。 

 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

（以下略） 

 

 



   

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第２号（第 12 条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 の 額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及

び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める

日本標準産業分類表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第 21 条第１項に規定する信託契約代

理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、そ

の細分も含む。）も記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

（以下略） 

 

別紙様式第２号（第 12 条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 額      年  月  日 

千円

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を日本標準産業分類に掲げる細分類により記載する

こと。ただし、法第 21条第１項に規定する信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を

営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も含む。）も記載すること。 

 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

 



   

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 10 号（第 42 条第１項関係） 

                                               （日本工業規格Ａ４） 

 

第  期事業報告書 〔 
年   月   日から

年   月   日まで 〕
                                       年  月  日提出 

 商 号 印 
 所在地 
 代表者の役職氏名 印 
    
 
 

１  業  務  の  状  況 
 

（略） 

 

２  経  理  の  状  況 
 

(１) 貸 借 対 照 表 

    年  月  日現在 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ） 千円 （ 負 債 の 部 ） 千円

（略）  （略）  

  退 職 給 付 引 当 金  

  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

  負 の の れ ん  

  （略）  

資 産 合 計  負 債 ・ 純 資 産 合 計  

 
 
（以下略） 
 
 
 

 
 

別紙様式第 10 号（第 42 条第１項関係） 

                                              （日本工業規格Ａ４） 

 

第  期事業報告書 〔 年   月   日から

年   月   日まで 〕
 

                                       年  月  日提出 
 商 号 印 
 所在地 
 代表者の役職氏名 印 
 
 
 

１  業  務  の  状  況 
 

（略） 

 

２  経  理  の  状  況 
 

(１) 貸 借 対 照 表 

    年  月  日現在 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ） 千円 （ 負 債 の 部 ） 千円 

（略）  （略）  

  退 職 給 付 引 当 金  

  （新 設）  

  負 の の れ ん  

  （略）  

資 産 合 計  負 債 ・ 純 資 産 合 計  

 
 
（以下略） 

 

  



  

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

 
別紙様式第 10 号の３（第 42 条第１項関係） 

 
                                   （日本工業規格Ａ４）

 

第  期自己信託報告書 〔 
年   月   日から

年   月   日まで 〕
年  月  日提出

商 号             印 
所在地 
代表者の役職氏名       印 

 
 
 

１  業 務 の 状 況 
 

(１) 当期の業務概要 
(２) 営んでいる業務の種類 
(３)  株主総会決議事項の要旨 
(４) 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 
 

 役員 
うち非常勤 

使用人 計 

総数 名 名 名 名

うち信託事務従事者 名 名 名 名
 
  ② 役員の状況 

   

役職名 氏名又は名称 
 

 
(５) 営業所の状況 
 

名称 所在地 役員及び使用人 
  名

計         店  計          名
 

(６) 親法人等及び子法人等の状況 

 

商号又は名称 所在地 主要な事業の内容 関係内容 
    

 
 
 
 
 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改正後 現行 

(７) 事務の状況 

① 各種信託の残高 
（単位：百万円）

区分 金 銭 信

託 

金 銭 信

託 以 外

の 金 銭

の信託 

有 価 証

券 の 信

託 

金 銭 債

権 の 信

託 

動 産 の

信託 

土 地 及

び そ の

定 着 物

の信託 

地 上 権

の信 託

土 地 及

び そ の

定 着 物

の 賃 借

権 の 信

託 

包 括 信

託 

そ の 他

の信 託

合計 

元本            

売渡手形等            

収益            

仮受金            

その他            

債権償却準備金            

特別留保金            

・ ・ ・            

・ ・ ・            

・ ・ ・            

・ ・ ・            

・ ・ ・            

負債合計           （   ）

 
② 各種信託の信託財産別残高 

（単位：百万円）

区分 金 銭 信

託 

金 銭 信

託 以 外

の 金 銭

の信託 

有 価 証

券 の 信

託 

金 銭 債

権 の 信

託 

動 産 の

信託 

土 地 及

び そ の

定 着 物

の信託 

地 上 権

の信 託

土 地 及

び そ の

定 着 物

の 賃 借

権 の 信

託 

包 括 信

託 

そ の 他

の信 託

合計 

貸出金            

有価証券            

信託受益権            

金銭債権            

有形固定資産            

  動産            

  不動産            

無形固定資産            

  地上権            

  不動産の賃借権            

  その他の無形固定資産            

その他債権            

現金預け金            

  現金            

  預金            
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その他            

  その他            

資産合計            

 
③ 金銭評価の困難な信託 

（単位：件、百万円）

 
件数 うち評価額のあるもの 信託財産の種類 

 件数 評価額 
特許権等（特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権

をいう。） 
   

実用新案権等（実用新案権又はその専用実施権若しくは通

常実施権をいう。） 
   

育成者権等（育成者権又はその専用利用権若しくは通常利

用権をいう。） 
   

意匠権等（意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権

をいう。） 
   

著作権等（著作権、出版権又は著作隣接権をいう。）    
商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権

をいう。） 
   

その他    
合計    

 
 ④ 流動化を目的とした信託 

                                  （単位：件、百万円）

信 託 財 産 の 種 類 件数 元本額 

貸付債権   

売掛債権   金銭債権 

その他   

動産   

土 地 及 び そ の 定 着 物   

地上権   

土地及びその定着物の貸借権   

特許権等（特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。）   

実用新案権等（実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。）   

育成者権等（育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。）   

意匠権等（意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。）   

著作権等（著作権、出版権又は著作隣接権をいう。）   

商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。）   

その他   

合計   

 
⑤ 信託財産残高表  

（単位：百万円）

資産 金額 負債 金額 

貸出金   金銭信託   

有価証券   金銭信託以外の金銭の信託   
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信託受益権   有価証券の信託   

金銭債権   金銭債権の信託   

有形固定資産   動産の信託   

  動産   土地及びその定着物の信託   

  不動産   地上権の信託   

無形固定資産   土地及びその定着物の賃借権の信託   

  地上権   包括信託   

  不動産の賃借権   その他の信託   

  その他の無形固定資産        

その他債権        

現金預け金        

  現金        

  預金        

その他        

 その他        

合計   合計   

（注） ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。 

 

 ⑥ 信託財産収支表 

（単位：百万円）

収入 支出 
科目 金額 科目 金額 

貸出金利息  信託報酬  
有価証券利息配当  支払利息  
その他の受入利息  支払手数料  
金銭債権収益  経費  
動産収益  有価証券売却損  
不動産収益  固定資産売却損  
有価証券売却益  有価証券償還損  
固定資産売却益  貸出金償却  
有価証券償却益  有価証券償却  
償却債権取立益  固定資産償却  
受入手数料  ※ ・・・・  
※ ・・・・  ※ ・・・・  
※ ・・・・  ※ ・・・・  
※ ・・・・  ※ ・・・・  
※ ・・・・  その他の支出  
その他の収入  信託利益  

合計  合計  
 

⑦ 信託財産の分別管理の状況 

番号 資産の区分 管理の方法 
１ 不動産  
２ 不動産に関する所有権以外の権利  

３ 動産（次項から６の項までに掲げるもの及び有  



  

改正後 現行 

 

⑧ 自己信託の設定状況 
（単位：百万円）

符号 － 
設定年月日  
設定の方法  
信託の目的  
信託期間  

財産の種類 価額 調査を行った者の名称 調査結果の報告年月日 設定時の信託財産の

第三者調査   
 
 
 
       
計 

    （    ） 
    （    ） 
    （    ） 
    （    ） 
    （    ） 
 

 

自己信託の類型 （           ）

受益者の人数  
受益権の個数  
備考  

 
 

２  経 理 の 状 況 
 

価証券を除く。） 

４ 船舶  

５ 航空機（航空法第２条第１項に規定する航空機

をいう。） 

 

６ 自動車（道路運送車両法第２条第２項に規定す

る自動車をいう。） 

 

７ 指名金銭債権（信託の受益権を除く。）  

８ 有価証券（信託の受益権を表示するものを除

く。） 

 

９ 特許権等（特許権又はその専用実施権若しくは

通常実施権をいう。） 

 

10 実用新案権等（実用新案権又はその専用実施権

若しくは通常実施権をいう。） 

 

11 意匠権等（意匠権又はその専用実施権若しくは

通常実施権をいう。） 

 

12 商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは

通常使用権をいう。） 

 

13 育成者権等（育成者権又はその専用利用権若し

くは通常利用権をいう。） 

 

14 回路配置利用権等（回路配置利用権又はその専

用利用権若しくは通常利用権をいう。） 

 

15 著作権等（著作権、出版権又は著作隣接権をい

う。） 

 

16 前各号に掲げる資産以外の資産  
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（記載上の注意） 
１ 業務の状況 

(１) 当期の業務概要 
当期における信託法第３条第３号に掲げる方法によってする信託に係る事務及びそれ以外の業務に関

する概況、その他重要事項の概要をそれぞれ記載すること。 
(２) 営んでいる業務の種類 

当期末現在における信託法第３条第３号に掲げる方法によってする信託に係る事務及びそれ以外の業
務の種類をそれぞれ記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

(３) 株主総会決議事項の要旨 
当期に係る定時及び臨時株主総会（これに準ずる機関を含む。）の開催年月日及び決議事項の要旨を簡

潔に記載すること。 
(４)  役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 
当期末現在における役員及び使用人について記載すること。なお、役員等に法人が含まれる場合には

「○名、○社」と区別して記載すること。また、内訳として信託事務従事者の役員及び使用人を記載す
ること。 

② 役員の状況 
当期末現在における取締役及び執行役又は業務を執行する社員、会計参与及び監査役について記載す

ること。 
(５) 営業所の状況 

当期末現在における信託法第３条第３号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営
業所について記載すること。なお、当期中において、営業所の設置若しくは廃止があった場合又は営業所
の名称若しくは所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 

(６)  親法人等及び子法人等の状況 
① 当期末現在における親法人等（令第２条第２項に該当する親法人等をいう。）及び子法人等（令第２

条第２項に該当する子法人等をいう。）を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、
その旨を注記すること。 

② 関係内容欄には、親法人等又は子法人等の別並びに資本関係又は人的関係の別及びその内容を記載す
ること。 

(７) 事務の状況 
当期における信託法第３条第３号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況について記載する

こと。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すること。 
① 各種信託の残高 

イ 金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。 
ロ 債権償却準備金、特別留保金のほか、準備金、積立金、引当金等これに準ずる性質の科目を設ける
場合には、その名称、金額を記載すると共に、当該科目の内容を説明した書類を添付すること。 

② 各種信託の信託財産別残高表 
金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。 

③ 金銭評価の困難な信託 
イ 期中に新規設定された信託について記載すること。 
ロ 件数、評価額については、資産流動化を目的とした信託に該当するものを該当欄に（ ）で注記す
ること。 

④ 流動化を目的とした信託 
期中に新規設定された信託について記載すること。 

⑤ 信託財産残高表 
イ 金銭評価の困難な信託を除く。 
ロ 信託財産運用のため、信託を設定することにより信託受益権又は信託受益証券を取得した場合に、
それが自社内で行われるときは、当該信託受益権又は信託受益証券と設定した信託とを相殺して記載
すること。その場合の差額は、原信託に含めて記載すること。 

ハ 信託財産の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 
⑥ 信託財産収支表 

イ ※の科目は、それぞれ対応する科目と収支を相殺し、相殺後の金額を「収入」又は「支出」のいず
れか一方へ記載すること。 



  

改正後 現行 

ロ 「信託利益」欄は、受益者の収益金額を記載すること。 
⑦ 信託財産の分別管理の状況 

「前各号に掲げる資産以外の資産」に対応する「管理の方法」欄には、資産の種類ごとに分けて記載
すること。 

⑧ 自己信託の設定状況 

イ 「符号」欄については、ハイフンの前に自己信託を設定した事業年度を西暦表示し、ハイフンの後

に設定順に通し番号を付すこと。ただし、前事業年度に信託が終了している自己信託については、記

載しないことができる。 

ロ 「設定時の信託財産の調査」欄については、法第 50 条の２第 10 項に規定に基づき信託財産に属す

る財産に関する事項の調査について記載すること。また、「第三者調査を行った者の名称」の括弧に

は、弁護士等の資格を記載すること。 

ハ 「自己信託の類型」欄については、次の掲げる区分を記載するとともに、括弧には、ビークル型の

場合にあっては投資ビークルの種類を、同種内容型の場合にあっては同種内容の信託財産の具体的内

容を記載すること。 

ａ 「原則型」：１回の自己信託で 50 人以上の受益者が存在する場合 

ｂ 「ビークル型」：投資ビークルを介在させ、実質的受益者が 50 人以上となる場合 

ｃ 「同種内容型」：同種内容信託（令第 15 条の２第２項第３号に規定する「同種内容信託」をいう。

以下同じ。）であって、その受益者等の合計数が 50 人以上となる場合 

ｄ 「受益権多数発行型」：多数の受益権が発行される場合であって、当該受益権が 50 人以上に譲渡

されるおそれがある場合 

ｅ 「その他」：上記ａからｄのいずれにも該当しない場合 

ニ 「受益者の人数」欄及び「受益権の個数」欄については、自己信託の類型が原則型以外の場合にあ

っては、令第 15 条の２第２項各号に掲げる方法により算出した人数及び個数を記載すること。 

ホ 「備考」欄については、同種内容信託の場合は、当該自己信託以外の自己信託ごとに符号及び受益
者等の人数を記載すること。 

 

２ 経理の状況 

  法第 50 条の２第１項の登録を受けた者の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等

変動計算書及び附属明細書を添付すること。 
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別紙様式第 10 号の４（第 42 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

第  期事業報告書 〔 
年   月   日から

年   月   日まで 〕
年  月  日提出

  
（ ふ り が な ）  

商号又は名称  
（ ふ り が な ）  

代 表者 氏名                      印

代 表 者 の 役 職  

主たる営業所又は事務所

の 所 在 地  

 
 
 

１  業  務  の  状  況 

 

（略） 

 

２  経  理  の  状  況 
（削る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第 10 号の３（第 42 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

第  期事業報告書 〔 年   月   日から

年   月   日まで 〕
年  月  日提出 

  
（ ふ り が な ）  

商号又は名称  
（ ふ り が な ）  

代 表者氏名                      印 

代 表 者 の 役 職  

主たる営業所又は事務所

の 所 在 地  

 
 
 

１  業  務  の  状  況 

 

（略） 

 

２  経  理  の  状  況 
１．貸借対照表 

年 月 日 現在 
資産の部 負債の部 

科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期 
   千円   千円    千円   千円 

流 動 資 産   流 動 負 債   
現 金 ・ 預 金   短 期 借 入 金   
前 払 金   前 受 金   
前 払 費 用   前 受 収 益   
未 収 入 金   未 払 金   
未 収 収 益   未 払 費 用   
有 価 証 券   未 払 事 業 税   
繰 延 税 金 資 産   未 払 法 人 税 等   
そ の 他   繰 延 税 金 負 債   
貸 倒 引 当 金 △ △ そ の 他   

      
固 定 資 産   固 定 負 債   

有 形 固 定 資 産   長 期 借 入 金   
建 物   退職給付引当金   
器 具・備 品   繰 延 税 金 負 債   
土 地   そ の 他   
そ の 他      

  負 債 合 計   
無 形 固 定 資 産      

  純 資 産 の 部 
投 資 等   株 主 資 本   

投資有価証券   資 本 金   
長期差入保証金   新 株 式 申 込 証 拠 金   
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繰延税金資産   資 本 剰 余 金   
そ の 他   資 本 準 備 金   
貸 倒 引当金 △ △ その他資本剰余金   

  利 益 剰 余 金   
  利 益 準 備 金   
  その他利益剰余金   
  × × × 積 立 金   
  自 己 株 式 △ △ 
  自己株式申込証拠金   
  評 価 ・ 換 算 差 額 等   
  その他有価証券評価差額金   
  繰 越 ヘ ッ ジ 損 益   
  土 地 再 評 価 差 額 金   
  新 株 予 約 権   

      
繰 延 資 産   純 資 産 合 計   
      
資 産 合 計   負 債 ・ 純 資 産 合 計   

 
 

２．損益計算書 
自   年  月  日 
至   年  月  日 

 
金    額 科   目 

当   期 前   期 
 千円 千円 
営 業 収 益  

信 託 報 酬  
そ の 他  

営 業 収 益 計  
営 業 費 用  

人 件 費  
不 動 産 関 係 費  
租 税 公 課  
通 信 交 通 費  
調 査 研 究 費  
公 告 宣 伝 費  
退 職 給 付 費 用  
そ の 他  

営 業 費 用 計  
営 業 損 益  
営 業 外 収 益  

受 取 利 息  
有 価 証 券 売 却 益  
そ の 他  

営 業 外 収 益 計  
営 業 外 費 用  
経 常 損 益  
特 別 損 益  
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（記載上の注意）  

１ 業務の状況 
 (１) 当期の業務概要 

当期における営業又は事業活動に関する概況、営業又は事業成績の概況その他営業又は事業成績に影響
を及ぼした重要事項の概要を記載すること。 

(２) （略） 
 (３) 株主総会決議事項の要旨 

当期に係る定時及び臨時株主総会(株式会社以外の法人にあっては、これに準ずる機関を含む。)の開催年月
日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。 

(４) ～(６) （略） 
 

２ 経理の状況 
会社法上の会社にあっては、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び附

属明細書（会社法上の会社以外の法人にあっては、これらに準ずるもの。）を添付すること。 
 
(削る) 

税 引 前 当 期 純 利 益
（ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 等  
法 人 税 等 調 整 額  
当 期 純 利 益
（ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 

当 期 未 処 分 利 益
（ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

 

 

（記載上の注意）  
１ 業務の状況 

(１) 当期の業務概要 
当期における営業活動に関する概況、営業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要事項の概要を記

載すること。 
(２) （略） 
(３) 株主総会決議事項の要旨 

当期に係る定時及び臨時株主総会の開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。 
 
(４) ～(６) （略） 

 
２ 経理の状況 
（新設） 

 
(１) 一般的事項 

貸借対照表、損益計算書に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名
称を付し、適切な場所に記載すること。また、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

(２) 貸借対照表 
① 貸倒引当金 

流動資産又は投資等に対する控除項目として、一括して記載すること。 
② 有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産 

当該資産を示す名称を付した科目をもって記載すること。 
③ 引当金 

当該引当金又は準備金を示す名称を付した科目をもって記載すること。 
④ 任意積立金 

当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目をもって記載すること。 
⑤ 純資産の部 

株式会社以外にあっては、適宜科目を修正のうえ記載すること。 

  



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 15 号（第 51 条の２第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

（第１面）

年   月   日 

財務（支）局長 殿 

申請者（郵便番号   ） 

所 在 地 

電話番号（   ）   ―     

商  号 

代表者の氏名         印 

登録申請書 

信託業法第 50 条の２第１項の規定に基づき登録を申請します。 

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

１ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるときは署名に

よることができる。 

２ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。 

 

                                       （第２面）

※ 登録番号 財務（支）局長 第 号 （ 年 月 日） 

  （ふりがな） 

１．商 号 

 

２．資本金の額 別添１のとおり 

３．取締役及び監査役

（委員会設置会社

にあっては、取締

役及び執行役、持

分会社にあって

は、業務を執行す

る社員）の氏名 

別添２のとおり 

４．会計参与設置会社

にあっては、会計

参与の氏名又は名

称 

別添２－２のとおり 

５．自己信託に係る事

務に関する業務の

種類 

別添３のとおり 

 

６．上記５.の業 

務以外の業務を営

むときは、その業

務の種類 

別添３－２のとおり 

 

 

７．自己信託に係る事

務を行う営業所の

名称及び所在地 

別添４のとおり 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 現行 

（記載上の注意） 

１ 「※登録番号」欄には、記載しないこと。 

２ 「自己信託」とは、信託法第３条第３号に掲げる方法によってする信託をいう（以下同じ。）。 

（注意事項） 

商号を変更した場合には、第 51 条の９において読み替えて適用する第 23 条による届出書に、本様式に

より作成した書面（２部）を添付すること。 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 の 額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

資本金の額を変更した場合には、第 51 条の９において読み替えて適用する第 23 条による届出書に、本

様式により作成した書面（２部）を添付すること。 

 

（別添２：取締役及び監査役（取締役及び執行役又は業務を執行する社員）の氏名）     （第４面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

（ふりがな） 

氏   名 

 

役  職  名 

 

 

 

 

（注意事項） 

取締役又は監査役（取締役又は執行役又は業務を執行する社員）に変更があった場合には、第 51 条の９

において読み替えて適用する第 23条による届出書に、本様式により作成した変更後の全取締役及び全監査

役（全取締役及び全執行役又は業務を執行する社員）の氏名及び役職名を記載した書面（２部）を添付す

ること。 

 

（別添２－２：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称）        （第４－２面） 

商号                               （  年  月  日現在） 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
役  職  名 

 

 

 

 

(注意事項) 

会計参与に変更があった場合には、第 51 条の９において読み替えて適用する第 23 条による届出書に、本

様式により作成した変更後の全会計参与の氏名又は名称及び役職名を記載した書面（２部）を添付すること。 

 

（別添３：自己信託に係る事務に関する業務の種類）                   （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

信託に係る事務に関する業務の種類 

 

（記載上の注意） 

業務の種類は、「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 現行 

産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類表（以下、「日本標準産業

分類」という。）に掲げる細分類により記載すること。 

 

（別添３－２：自己信託に係る事務に関する業務以外に営む業務の種類）        （第５－２面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

自己信託に係る事務に関する業務以外の業務を営むときは、その業務の種類を日本標準産業分類に掲げ

る細分類により記載すること。ただし、法第４条第３項第６号に規定する信託受益権売買等業務を営む場

合は、その旨も記載すること。 

（注意事項） 

他に営む業務の種類に変更があった場合には、第 51 条の９において読み替えて適用する第 23 条による

届出書に、本様式により作成した変更後の他に営むすべての業務の種類を記載した書面（２部）を添付す

ること。 

 

（別添４：自己信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地）              （第６面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

名   称 所  在  地 

 

 

 

 

電話番号（   ）  ―    

（記載上の注意） 

所在地欄には電話番号も併せて記載すること。 

（注意事項） 

本店その他の営業所に変更があった場合には、第 51 条の９において読み替えて適用する第 23 条による

届出書に、本様式により作成した変更後の全営業所の名称及び所在地を記載した書面（２部）を添付する

こと。 

 

登録免許税領収書又は収入印紙貼付欄                                            （第７面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号（第 53 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

                                            （第２面） 

※ 登録番号  財務（支）局長 第 号 （ 年 月 日） 

（略）  

２．資本又は出資の額 別添１のとおり 

（略） （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

（注意事項） 

  （略） 

 

（別添１：資本又は出資の額）                             （第３面） 

商号又は名称                                         

資本又は出資の額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

資本又は出資の額を変更した場合には、第 23 条による届出書に、本様式により作成した書面（２部）を

添付すること。 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号又は名称                             （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務（特定大学技術移転事業に該当するものに限る）以外の業務を営むときは、その業務の種類を

「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する

分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類表に掲げる細分類により記載すること。

ただし、法第 21 条第１項に規定する信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業務を営む場

合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も含む。）も記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

別紙様式第 15 号（第 53 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

                                            （第２面） 

※ 登録番号  財務（支）局長 第 号 （ 年 月 日） 

（略）  

２．資本金又は出資の

  額 

別添１のとおり 

（略） （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

（注意事項） 

  （略） 

 

（別添１：資本金又は出資の額）                            （第３面） 

商号又は名称                                         

資本金又は出資の金額      年  月  日 

千円

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

資本金又は出資の金額を変更した場合には、第 23 条による届出書に、本様式により作成した書面（２部）

を添付すること。 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号又は名称                             （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務（特定大学技術移転事業に該当するものに限る）以外の業務を営むときは、その業務の種類を

日本標準産業分類に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第 21 条第１項に規定する信託契約代理

業、信託受益権販売業、財産の管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も

含む。）も記載すること。 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

 



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 17 号（第 54 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 の 額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる産業

分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を

定める等の件」に定める日本標準産業分類表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第 63 条第２

項において準用する法第 21 条第１項に規定する信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業

務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も含む。）も記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

別紙様式第 16 号（第 54 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 額      年  月  日 

千円

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類を日本標準産業分類に掲げ

る細分類により記載すること。ただし、法第 63 条第２項において準用する法第 21 条第１項に規定する信

託契約代理業、信託受益権販売業、財産の管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、

その細分も含む。）も記載すること。 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

 



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 18 号（第 57 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 の 額      年  月  日 

千円 

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類を「統計調査に用いる産業

分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を

定める等の件」に定める日本標準産業分類表に掲げる細分類により記載すること。ただし、法第 63 条第２

項において準用する法第 21 条第１項に規定する信託契約代理業、信託受益権売買等業務又は財産の管理業

務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、その細分も含む。）も記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

別紙様式第 17 号（第 57 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

（別添１：資本金の額）                                （第３面） 

商号                                         

資 本 金 額      年  月  日 

千円

 

 

 

年    月    日現在 

 

（注意事項） 

（略） 

 

（略） 

 

（別添３：他に営む業務の種類）                            （第５面） 

商号                                 （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類を日本標準産業分類に掲げ

る細分類により記載すること。ただし、法第 63 条第２項において準用する法第 21 条第１項に規定する信

託契約代理業、信託受益権販売業、財産の管理業務を営む場合は、その旨（財産の管理業務については、

その細分も含む。）も記載すること。 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

 



 

信託業法施行規則別紙様式改正案 

改正後 現行 

別紙様式第 19 号（第 69 条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

                                            （第６面） 

（別添３：他に営む業務の種類） 

商号、名称又は氏名 

                                   （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

業務の種類は、「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、

産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類表（以下、「日本標準産業

分類」という。）に掲げる細分類により記載すること。 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

別紙様式第 18 号（第 69 条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

                                            （第６面） 

（別添３：他に営む業務の種類） 

商号、名称又は氏名 

                                   （ 年 月 日現在） 

他 に 営 む 業 務 の 種 類 

 

（記載上の注意） 

業務の種類は、日本標準産業分類に掲げる細分類により記載すること。 

 

 

（注意事項） 

   （略） 

 

 （以下略） 

 

 



 

信託業法施行規則改正案 

改正後 現行 

 

別紙様式第 20号（第 75 条関係） 

（略） 

 

別紙様式第 21号（第 79 条関係） 

（略） 

 

別紙様式第 22号（第 79 条関係） 
（略） 

 

 

別紙様式第 19 号（第 75 条関係） 

（略） 

 

別紙様式第 20 号（第 79 条関係） 

（略） 

 

別紙様式第 21 号（第 79 条関係） 
（略） 
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